
 

 

議員派遣について 

 平成２８年１０月６日 

 

 地方自治法第１００条第１３項及び舞鶴市議会会議規則第１６７条第１項の規定により、

下記のとおり議員を派遣する。 

 

記 

○ 平成２８年度市町村職員等共同研修「市町村１期目議員研修会」 

 ⑴ 派遣期日  平成２８年１０月２５日（火） 

 ⑵ 派遣場所  ホテルセントノーム京都（京都市） 

 ⑶ 派遣目的  公益財団法人京都府市町村振興協会主催の市町村１期目議員研修会に 

        参加するため 

 ⑷ 派遣議員  石束悦子議員、伊藤清美議員、今西克己議員、肝付隆治議員、 

小谷繁雄議員、杉島久敏議員、眞下隆史議員 

 


